
大和郡山市立保育所・認定こども園給食調理業務の委託事業者選定等要項 

 

１ 目的 

   この要項は、大和郡山市立保育所および認定こども園の給食業務を民間業者に委託するため、そ

の事業者の募集方法、選定方法その他必要な事項を定めています。 

 

２ 業務の名称 

   大和郡山市立保育所・認定こども園給食調理業務委託 

 

３ 手法 

条件付一般競争入札 

 

４ 資格要件 

この入札に参加できる事業者は、次の用件を満たしていることが必要です。 

（１） 本市が示す「大和郡山市立池之内保育園給食調理業務委託仕様書」、「大和郡山市立西田中保

育園給食調理業務委託仕様書」、「大和郡山市立治道認定こども園給食調理業務委託仕様書」、

「大和郡山市立矢田認定こども園給食調理業務委託仕様書」、「大和郡山市立平和認定こども

園給食調理業務委託仕様書」の業務内容を確実に遂行でき、安定的かつ健全な経営能力を有

していること。 

   （２） 保育所・認定こども園の給食施設での調理業務の受託実績が、選定等要項の公表の日から起算

して過去３年以上あり、かつ現在も受託していること。 

（３） 「保育所等における給食の手引き」（奈良県健康福祉部こども・女性局子育て支援課作成）、「保育

所における食事の提供ガイドライン」（厚生労働省作成）、「大量調理施設衛生管理マニュアル」（厚

生労働省作成）」、「社会福祉施設等における食中毒予防及び衛生管理の徹底について」（厚生

労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）、「保育所における調理業務の委託について」（厚

生省児童家庭局長通知）に基づく保育所等給食調理業務及びそれに付随する業務が可能であり、

栄養士または調理師の資格を有する調理員の配置が可能であること。 

（４） 選定等要項の公表の日から起算して過去３年間、学校・認定こども園・保育所等の給食業務にお

いて、食品衛生法の営業停止処分を受けていないこと。 

（５） 社員の教育、安全・衛生管理体制、事故発生時の保証体制、社員が欠けた場合の即時サポート体

制が確立されていること。 

（６） 保育園・認定こども園給食の意義や特色を十分理解し､その円滑な実施に協力できること。 

（７） 製造物責任法（平成６年法律第８５条）第３条の規定に定める損害賠償責任を履行するため、生産

物賠償責任保険に加入していること。 

（８） 上記の入札条件に適合する業務代行の保証人が得られること。 

（９） 国税・地方税の滞納のない者であること。（市内に本店支店を有する事業者にあっては、市民税の

滞納もない者であること。） 



（10） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定により一般競争入札への参加を排除されていない者であ

ること。 

（11） 下記の暴力団等排除措置要件に該当していない者。 

① 代表役員等若しくは一般役員等が暴力団の関係者であると認められる、又は暴力団関係者が

資格者の経営に実質的に関与していると認められる。 

② 代表役員等又は一般役員等が自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められ

る。 

③ 代表役員等又は一般役員等が暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営

に実質的に関与していると認められる法人、組合等に資金その他の財産上の利益を提供してお

り、又はこれらに便宜を供与するなどして積極的に暴力団の維持運営に協力若しくは関与してい

ると認められる。 

④ 代表役員等又は一般役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有

していると認められる。 

⑤ 代表役員等又は一般役員等が暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的

に関与していると認められ、若しくは④に該当することとなる法人、組合等であることを知りながら

これを利用するなどしていると認められる。 

（12） 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更正手続開始の申立がなされていない者又は民

事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立がなされている者（会社更生法に

あっては更正手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除

く。）でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。  

（13） その他、市が必要と認める条件を満たすもの。 

 

５ 契約期間 

 この業務の契約期間は、令和８年３月１日から令和１１年２月２８日です。 

 

６ 日程 

 この入札に関する日程は次のとおりです。 

条件付一般競争入札の公告 
令和７年１２月５日（金） 

から令和７年１２月１８日（木） 

入札参加資格の確認（提出書類等）期限 令和７年１２月１９日（金）  正午 

質問の受付期限 令和８年 １月 ８日（木）  正午 

質問の回答 令和８年 １月１５日（木）  午後５時 

入札書郵送到着期限 令和８年 １月２０日（火）  午後５時 

開札日 令和８年 １月２１日（水）  午後２時 

契約締結 令和８年 １月２３日（金） 

給食開始 令和８年 ３月 ２日（月） 



７ 条件付一般競争入札の公告 

（１）公告 

ア 期   間 ： 令和７年１２月５日（金） から 令和７年１２月１８日（木） まで 

イ 公告場所 ： 大和郡山市ホームページ 

 

（２）要項等の配布 

   ア 期間 ： 令和７年１２月５日（金） から 令和７年１２月１８日（木） まで 

   イ 時間 ： 午前９時から午後５時まで 

   ウ 配布場所  要項等は当市ホームページよりダウンロードすること。     

エ 配布書類  

・ 「大和郡山市立保育所給食調理業務の委託事業者選定等要項」（本文書） 

・ 「大和郡山市立池之内保育園給食調理業務委託仕様書」 

・ 「大和郡山市立西田中保育園給食調理業務委託仕様書」 

・ 「大和郡山市立治道認定こども園給食調理業務委託仕様書」 

・ 「大和郡山市立矢田認定こども園給食調理業務委託仕様書」 

・ 「大和郡山市立平和認定こども園給食調理業務委託仕様書」 

・ 条件付一般競争入札参加申請書 

・ 暴力団に関与のない旨等の誓約書兼承諾書 

 

８ 質問の受付及び回答 

（１）この入札に関する質問の受付期限 

  ア 令和８年１月８日（木） 正午まで 

  イ 質問内容を簡潔にまとめて、保育支援課へ提出してください。 

※質問書の様式は任意です。 

※提出はメール(hoiku@city.yamatokoriyama.lg.jp)でお願いします｡ 

（２）回答 

   令和８年１月１５日 午後５時までに市HPにて公開いたします。 

 

９ 条件付一般競争入札参加申請書について 

この入札に参加される事業者は、以下のとおり条件付一般競争入札参加申請書を提出してくださ

い。 

（１） 受付期間 ： 令和７年１２月５日（金）から令和７年１２月１９日（金）まで 

             ただし、令和７年１２月１９日（金）は正午までとする。 

（２） 受付時間 ： 午前９時から午後５時まで 

（３） 受付場所 ： 大和郡山市すこやか健康づくり部保育支援課へ直接持参してください。 

（４） 提出書類 ： 下記のとおり 

  ※ 様式のないものは、任意様式で結構です。 

    ① 条件付一般競争入札参加申請書（様式あり） 



    ② 暴力団に関与のない旨等の誓約書兼承諾書(様式あり) 

    ③ 過去３年間において、 

・保育所等の給食施設での調理業務の受託実績が確認できる資料 

・官公庁(県内外)との調理業務全般の受託実績がある場合は、確認できる資料 

    ④ 営業（実績）経歴書 

    ⑤ 食品衛生法による営業許可書の写し 

    ⑥ 食中毒に関する保険の加入契約書又は保険証書の写し 

    ⑦ 調理、衛生のための教育に関する研修記録、研修資料など 

    ⑧ 会社概要を記載したパンフレット等 

    ⑨ 法人登記の登記事項証明書(写) 

    ⑩ 印鑑証明書(写) 

    ⑪ 納税証明書(写) 

    （⑨～⑪は、大和郡山市の物品購入・委託業務等業者登録済の場合添付不要です） 

 

１０ 大和郡山市公契約条例に関する明示 

（１）  この契約は、大和郡山市公契約条例（平成２６年１２月大和郡山市条例第２１号）第２条に 

規定する公契約に該当する。 

（２） 契約書には、「公契約約款特約条項」を添付する。 

（３） この契約の受注者となった者は、大和郡山市公契約条例、大和郡山市公契約条例施行規則（平 

成２７年３月大和郡山市規則第９号）を遵守し、履行しなければならない。 

以上 


